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市政記者クラブ加盟社 各位 

 

 

令和８年度（第 48回）憲法記念講演会の 

開催について 
 

盛岡市では、憲法週間に当たり、市民の皆様を対象とした憲法記念講演会を開催します。 

 この講演会は、毎年５月１日から７日までの憲法週間にちなんで、市民のみなさんに憲法に

対する関心を高めていただくため、開催しているものです。 

 

                    記 

 

【日 時】令和８年５月 12日（火）14時 00分から 16時 00分まで 

 

【場 所】勤労福祉会館５階 大ホール（紺屋町２－９） 

 

【演 題】「多文化共生と人権 〜外国人市民とともに暮らすとは？〜」 

 

【概 要】 近年、地域における外国人市民の増加により、「多文化共生社会の実現」は重

要な課題となってきています。互いの文化や習慣、宗教などを理解し、互いの人

権を尊重しあい、だれもが暮らしやすい多文化共生の社会を構築するために、私

たち一人ひとりができることを考える機会としたいと思います。 

 

【講 師】岩手県立大学社会福祉学部教授 細越
ほそごえ

 久美子
く み こ

 氏 

 

【スケジュール】 

     14：00 開 会 

     14：01 市長あいさつ 

     14：06 講 演 

16：00 閉 会 

 

【対 象】市民等 

【定 員】先着 200名 

【費 用】入場無料 

【主 催】盛岡市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛岡市プレスリリース 
～憲法は知って守って生かすもの～ 

令和８年４月24日 

総務部 総務課 

 


